
　　　　　　　会　計　制　度　の　行　方

　　　　　　　－ペルギーの対応をめぐって（3）-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉　藤　昭　雄

　　　1.序

　　　2.歴史的経緯

　　　　（1）会社法の時代

　　　　（2）会計法の成立

　　　　（3）連結国王令の成立とその後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一以上本誌第158号-

　　　3. EU指令とのかかわり

　　　　（1）ＥＵ第４号指令と会計法

　　　　（2）ＥＵ第７号指令と連結国王令

　　　　（3）ＥＵ指令とIAS

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一以上本誌第159号-

　4.国内の状況

　（１）　戦後の社会的融合の動きと会計制度

　先に述べたように1），1975年の「会計法」の成立に至る過程で最も注目

されるのは，「社会的融合(Coalition sociale)」の枠組みの中で生じた，労働

組合とのかかわりである。その流れは，その後のベルギーの会計制度の展

開にもずっと続くことになった。すなわち，1960年代に入ると，高度成

長による社会の歪みが顕在化し，特に60年代後半は西ヨーロッパ全体で

労働争議，市民運動，学生運動が激化し，国民の間に架橋しがたい亀裂が
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生じたことは，誰の目にも明らかであった2)。その流れの中で，1960年代

後半に起った，既成組織と資本主義体制に対する労働者の抗議運動は，組

合として，会社による財務開示を支配するルールに疑問を呈するという影

響をもたらした3)のである。その結果，先ず，既存の(企業協議会4)｣を

通して，労働組合サイドからの財務開示に対する要求が次々に実現し，株

主よりもずっと会計情報に対するかかわりが深い5)状況を呈するに至った。

　かくして，1973年には，企業協議会に対する財務的経済的情報提供に

関する国王令が公布されるとともに，(1975年７月の会計法と1976年の

国王令の細部を決めるに当たって，影響を及ぼす役割を演じた6)｣のであ

る7)。その国王令に基づいて企業協議会に対して提供される会計情報には，

次のようなものがある8)。一部に会計情報と言えないものも含んでいるし，

連結財務諸表のように後になって付け加えられたものもあるが，ここでは

現在要求されているものの全体像を見てみることにしたい。

　基本情報

　　　会社の定款および各種規約(経営者についての情報，財務的資源，他の会社
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　　　　　　　への参加等を含む）

　競争の状態（過去５年間の，市場占拠率，契約，主要競争相手の行動，生産

　　　　　　　技術，マーケティングの計画と展開）

　製造原価と売価の推移

　生産性の推移

　当該企業および当該企業が属する法的・経済的企業グループの財務構造（用

　　　　　　　いられたプラン・コンタブルの説明と過去５年間の比較を通し

　　　　　　　た財務構造の分析）

　用いられた予算編成方法と原価計算方法

　人件費および人材開発

　企業の将来の進路と計画

　研究・開発に関する会社の方針と成果＊

　政府からの助成金

　従業員に自らの位置を確認させるための会社の組織図

年次情報

　個別財務諸表（組合の要求があれば監査報告書つき）

　連結財務諸表（財務諸表については，いずれも前年度分と経営者のコメント

　つき）

　従業員数に関する基本情報の最新情報

四半期ごとの情報

　売上高・受注高・生産能力・製造原価，在庫水準および雇用に関する2～3

　　　　　　　ヵ月後の展開

　可能な場合，予算編成の情報

　政府から受けた助成金

臨時の情報

　合併・買収・集団的解雇計画等の重要案件に関する情報
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　この「企業協議会」向けの情報は，従業員が，当該企業の経済的財務的

状況についての明白かつ正確な描写が与えられているということを保証す

ることを意図したものであって，提供される情報は，全体としてのグルー

プの中でとセクターの中および地域経済の中での，その会社の位置を従業

員に理解させるものでなければならなかった9）。かくして，会計に関する

情報としては，用いられたプラン・コンタブルの説明，個別財務諸表およ

び監査報告書（のコピー），連結財務諸表などが含まれる。

　しかるにその後「社会的融合」というより高次元での制度改革が意識さ

れるようになった1o）。その結果雇用者と被用者とが対等の立場で参加する

「中央経済審議会(Conseil Central　de　ＰＥｃｏｎｏｍｉｅ）11）」が創られ，そこを通し

て，会計の制度作りがなされることになった。

　このように，ペルギーでは，証券市場の育成とか投資家や債権者の保護

という観点よりは，むしろ労働者への財務情報の開示という視点に立って，

会計法に向けて会計制度の充実が図られてきたという点に，大きな特徴が

存在する。労使双方が，財務諸表にかかわる一般法つまり「会計法」に重

要な仕方で貢献したというベルギー自身の評価12）が，そのことを端的に
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物語っている。

　会計法の成立後はどうかと言えば，同法は「会計基準委員会Commis-

sion des Normes Comptables」を創設し，それが，以後のベルギーの会計

制度の展開にとってきわめて重要な機能を発揮することになった。この委

員会には，中央経済審議会から最多の４名の代表（労使それぞれ２名ずっ）

が送られているが，その他にも利害が絡むすべての分野から代表が送ら

れ13）て，やっと，名実ともに「社会的融合」に値する体制が整ったと言え

る。

　しかし，そういう状況下においてもまた，労働組合側からの要求はかな

り会計制度に反映されていると言わざるをえない。例えば連結会計にかん

する施行令たる国王令が，1990年に公布されているが，そこには，連結

範囲をめぐって興味ある事実が存在する。それは，下位連結をめぐる対応

である。

　ＥＵ第７号指令は，親会社がさらに上位の親会社の子会社であって，す

でに被連結会社となっている場合，元の親会社の連結財務諸表がその中間

親会社の国で公表されることを条件に，中間親会社の株主が同意すれば，

いわゆる下位連結は免除されることになっている。そしてこの免除は，そ

の元の親会社がＥＵ内にあって当該親会社の株式持分の90％以上を持っ

ている（したがって上場されていない）場合には当然のこととされ，その他

の場合には各国の自由に任されている（同指令第７条）。

　それに対してベルギーは，第７号指令をすでに国内法化している国々に

よってとられた態度をも斟酌して，株主の権利が保護されていて，その他

の利害関係者達がそのレペルでの（下位）連結を要求しない限り，連結を

免除することにした（連結国王令弟27条）。

　それにもかかわらず，企業協議会に対しては，原則として下位連結の結
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果を伝えることが要求されている。すなわちベルギーでは，免除の可能性

については，基本的に，(企業協議会の自由裁量にゆだねられている14)｣

と言うことができる。

　このように，企業会計に対する被用者側からの要求は，現在なおかなり

のものであって，これこそがベルギー的特徴の最たるものと言っていいか

もしれない。

　(2)産業の担い手と企業会計

　産業の担い手という点で，ペルギーに特徴的なことは，(大会社のシェ

アーが少数のファミリーの手に集中していた15)｣ことであった。しかも

(ペルギーの企業は，長い間少数の大企業と多数の中小企業の混合であっ

た16)｣。その結果，投資家のための会計情報の提供ということは，他の国

以上に意識の外に置かれがちである。

　他方では，そういった特徴が，フランドル地方を中心にして，あるファ

ミリーがいくつかの企業を支配するという，いわゆるコンソーシアムとい

う水平的結合の企業グループを生み，それらの企業グループに対して連結

財務諸表の作成を求めるという，他の国にはほとんど存在しない取り組み

が見られることにもなっている17)。

　そのような状況はまた，資金調達の方法を方向づけることにもなってい

る。すなわち，ペルギーでは，ファミリーが企業を支配するという構図が

経済界を支配していたので，資金提供が会社の支配に絡むような形で行わ

れることが，行われにくかったのである。それゆえに，資金調達は主とし

て借り入れによって行われ，財務報告書は，債権者に対する情報提供の手
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段と見られていて，「債務は，今日のように支払期限に応じてではなく，

担保されている程度に応じて示されていた18）」のである。この傾向は現在

でも続いており，更なる資金が必要なときには，ペルギーの企業は，活動

資金を得るために，銀行その他の金融機関に向かうことが多く，財務報告

システムは，きわめて債権者指向の強いものとなっている19）のである。

　本節の主題である産業の担い手という観点からしても，労働者のことを

無視するわけには行かない。この側面においても，ペルギーでは，会計制

度上きわめて特徴的な対応を図っている。すなわち，結論から先に言え

ば，1996年以降，従業員に関する財務データと労働コストを中核とする

「社会貸借対照表」(Bilan social)を財務諸表に組み込んだ2o）のである。

　1990年に連結国王令が公布されて以降，ＥＵ全体がIASへの傾斜を強

めていることに歩調を合わせて，ベルギーでは新しい基準をほとんど作ら

なかった21）けれども，その中にあって1996年のこの社会貸借対照表の導

入は，その点からも画期的なことであった。

　ところでこの社会貸借対照表は，次のように４つの部分から成り立って

いる。

　①雇用されている従業員数に関する情報

　　　正社員・パートタイマー・臨時雇いの年間平均人数

　　　それらの従業員の総労働時間と総労働コスト

　　　正社員・パートタイマーについての年度末の人数

　　　それらについての労働契約タイプ別（永続的か一時的か，特殊な仕事のため

　　　　　　か補充か）・性別・カテゴリー別（経営者・事務員・生産労働者・そ

　　　　　　の他）
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　②労働動向スケジュール

　　　新規採用者数・退職者数（その理由：定年・選択定年・解雇・その他）それ

　　　　　　らについては，正社員・パートタイマー別，契約タイプ別，性別にし。

　　　　　　性別についてはさらに学歴別にする。

　③従業員に対する政府のインセンティブと助成金の使途

　④従業員教育プログラムー性別に参加人数とかかった時間・コスト

　このように，明らかに会計帳簿から誘導されるものではないが，「社会

貸借対照表は，一方でベルギーの企業における雇用状況に関する情報を政

府に提供し，他方で企業内における雇用に関する情報(indications)を関心

のあるすべての人に提供することを目的にしている22）」。つまり政府はこ

れを利用して（雇用創出を刺激するための方策とプログラムの影響につい

てのアイデアを得る23）」ことを考えており，労働者にとっては，企業協議

会への代表者でなくても，企業内において自らがどういう労働環境にある

のかが分かる情報を手にすることになる。しかし，これがなぜ企業協議会

への報告書の充実というかたちではなく，あえて財務諸表に組み込まれた

かについては，残念ながら今のところわれわれには理解できない。

　いずれにしても，労使双方の産業の担い手が，ペルギーでは，会計制度

の展開に当たって極めてユニークな形で係っていることが注目されるので

ある。

　（3）税務会計と企業会計

　1975年会計法の成立以前においては，会計は基本的に会社法の対象で

あった。しかし，そこでは先に見た（本誌第158号, 152頁以下）ように，

貸借対照表の様式についての規定に限られていたと言っても良く，一般的
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な会計原則とか評価ルールは含まれていなかった。そして，1935年につ

くられた銀行委員会(Commission bancaire)等の組織や機関がそれぞれの立

場で企業に要求してきた会計の様式が，実質的な慣習法として存在してい

た24)が，それもまたせいぜい財務諸表の様式を拘束する程度であって，

会計の内容についてまで規定するものではなかった。結局この時期は，税

務当局が，会社の課税所得を決定するために公表していた評価ルールと指

針が，暗黙の会計ルールとなっていたのである25)。

　しかるに，1975年会計法の成立後は，会計制度の整備が急速に図られ，

会計の規律ということが強く意識されることになった結果，税務が会計に

及ぼす影響が深刻に受け止められるようになった。

　そして，一部識者の中には，諸外国のように税効果会計を導入すること

が，そのための大幅な改善につながるという認識が芽生えた26)ものの，

税効果会計という概念はベルギーの実務界では全く馴染みがないうえに，

公表目的と租税目的の両者に対してたった一つの財務諸表だけを作ること

をむしろ当然のこととしていた27)。そこで政府は，会計に対する税の中立

性という概念を導入することによって，この問題の解決を図ろうとした。

すなわち，｢税務当局は，減価償却，評価減，戻入，各種引当金，その他

の評価ルールに関して，税法が別に規定していない限り，課税標準の算定

のために，会計法とその施行令たる国王令のすべてのルールを課税目的と

して受入れる28)｣ということである。そのことは，1976年10月８日の国

王令の前文において，政府が例外的な場合にのみ会計ルールと異なる租税

－189－



ルールを認める，ということを明記する29)かたちで，確認されている。

　会計に対する税の中立性の原則は，次の２つの例によって示すことがで

きる3o)。

①　長期請負工事

　会計法は，この場合，工事完成基準と工事進行基準とを認めているが，

税法は特に何も指示していない。ということは，長期請負工事の場合，会

計と異なる租税ルールを認めていないということになり，企業会計上の方

法がそのまま租税目的の会計においても採用されることになる。したがっ

て，公表会計目的のために工事進行基準を使った場合には，税務上工事完

成基準が有利であってもそれを税務目的の会計において用いるということ

は許されない。

②　受取勘定の償却

　相手が倒産したために取立てが不能となった債権については，税法上全

額償却できるけれども，それ以外の場合には償却の限度が設けられている。

しかも，後述するように，ペルギーでは，税効果資産の計上は認められて

いないから，結局ほとんどの企業は，税法の限度一杯に償却をするという，

かつてのわが国と同様の状況を作り出している。

　会計に対する税の中立性というのは，具体的にはこんな形で作用してい

るのである。

　税法と会計法との間に見られる歪みは，第１に，税法を，会計法に合わ

せる方向で変更することが考えられるが，それは｢政府が企業の経済活動

の刺激策としてしばしば税金を使うという事実によって，絶えず脅かされ

ている31)｣。すなわち，政府によって税の軽減が提案される場合，財務諸

表にそれが反映されることが求められるからである。他方で，会計法を税
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法に合わせることも考えられるけれども，それは会計規律の論理性の点で

問題があり，当然のことながら部分的に達成されているに過ぎない32）。

　前述の通り，ペルギーは，税効果会計の導入には消極的であって，1991

年の国王今において，負債になる「繰延税金」のみが認められたに過ぎな

い。すなわち，個別財務諸表に関しては，プラン・コンタブルの「16引

当金および繰延税金」の下位項目である「168繰延税金」として，次のよ

うに限定列挙されているのみである。

　　1680資本助成にかかわる繰延税金

　　1681無形固定資産に関して実現した評価益にかかわる繰延税金

　　1682有形固定資産に関して実現した評価益にかかおる繰延税金

　　1687ペルギーの公債にかかわる繰延税金

　　1688上記の外国の繰延税金

ただし，連結財務諸表に関しては，2005年よりIASに従うことになって

いる以上，子会社の時価評価にともなう税効果が新たに加わる方向で拡張

されざるを得ない。

　（4）真実公正な概観への対応

　（国内法の秩序の中に，ＥＵの指令ないしは勧告を忠実かつ誠実に移し

加え33）」だベルギーは，「真実公正な概観」を当然のごとくに会計法に導

入した。しかしながら，ペルギーもまたその他の大陸諸国と同様に34)そ

の導入は形式的であって，ペルギー国内では，一般的に（法規に定められ

た詳細なルールの遵守は自動的に真実公正な概観を保証する35）」と考えら

れており，一部には，真実公正な概観はゴーイング・コンサーン概念とと
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もに，保守主義によって凌駕されてしまったとの見解も見られる36)。

　｢会計法｣よりもかなり後になって確立された連結会計についても状況

はほぼ変わらないが，ただ一点，真実公正な概観との関連で，連結除外に

関してベルギーならではの状況が生れている。すなわち，ＥＵ第７号指令

は，真実公正な概観とのかかわりでの除外については何ら言及していない

けれども，ベルギーの場合，組合からの要求によって事実上の子会社はす

べて連結の対象になっている。これは第７号指令のオプションを積極的に

取り入れたことになって，他の国々と比べてよりきびしいものとなってい

る。そこでベルギーでは，真実公正な概観に反する場合連結範囲から除外

されることになった。　これは明らかにベルギーの企業に対するきびしい

要求の緩和策であって37)ここではむしろ，真実公正な概観の原則を積極

的に利用しているのである。

　従来ベルギーでは，(真実公正な概観は，経済的な意味であるよりは法

律的な意味で解釈され38)｣ており，真実公正な概観を裏付ける実質優先主

義にしても，法的な形式にこだわっていたと言える39)。しかるに連結会計

の本格的な導入に伴って，上記のような事態が発生したり，もともと連結

に当っては法的に独立した会社から離れて企業グループを１会計単位と看

倣さざるをえないというような状況に遭遇して，徐々に経済的な実質への

接近が図られるようになってきた。そして，個別財務諸表においてもリー

ス資産の計上が義務づけられるようになって，ペルギーにおいても，真実

公正な概観への取り組みは，質的にも量的にも，徐々に変化してきている
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と言わざるをえない。

　5.結び

　周囲の大国の覇権争いに巻き込まれて翻弄され，やっと独立して今日の

ペルギーが生れたのは1830年のことであったから，それから今日までた

かだか170年ほどの歩みである。加えて，国内には民族的な不一致や言語

的対立をはらみ，フランドル，ブリュッセル，ワロンの３つの自治地区か

らなる連邦共同体となって安定した4o)のは，1975年に会社法が制定され

た４年前のことであった。幸い，その対立問題は会計に対してほとんど負

の影響をもたらすことがなかったけれども，ヨーロッパに吹き荒れた労使

対立に端を発した，｢社会的融合｣に向けての歩みが会計制度に大きな影

響を与えたことは，上に見た通りである。

　国際的な論議において流れを作るような役割を演じていない小国である

ことを自認しているベルギーは，国際的な組織ないしは世界規模で考えら

れている組織によって基準とされたものをそのまま採り入れざるをえない

(本誌第158号, 151～152頁参照)という側面はあるものの，比較的柔軟性に

富んだ行動をとり得るというメリットもある。

　ペルギーは，早くから，欧州統合の推進者として，リージョナル化に則

った行動をして来たという立場から，会計に関するＥＵの指令を積極的

に採り入れて，他の国々の範とならんとした。ただし，ＥＵの指令は，加

盟各国の特殊な要因を最大限尊重するために，多数のオプションを導入し

ており, IASのように国際的なレペルで会計処理の方法を単一化しよう

とするものではなかった。したがって，指令に組み込まれているにもかか

わらずベルギーとギリシャだけしか制度化しなかったと言われる，水平的

結合企業の連結にしたところで，本稿第４節の(2)でも指摘したように，
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それは，ペルギーにおける特殊性を反映したものであった。かくして, EU

の指令への対応を念頭に会計制度の整報を図っている間は，会計の文化と

しての側面も損なわれることはなく，自国の独自のファクターを充分に考

慮しつつ，制度を考えればよかったのである。

　しかるに，世を挙げてのグローバル化の波に遭遇して，ベルギーもまた

従来のようなわけには行かなくなった。　この面は，特に連結会計におい

て，2005年を機にＥＵ加盟国が揃ってIASを報用する方向で対処するこ

とになったので，ペルギーにおいても当然そういうことになる。「グロー

バリズムは，単一化・標準化によって方向づけられ，ローカリズムは多様

性によって方向づけられる41）」と言われるが，そうなると，近年グローバ

ル化か顕著な会計は，個性を失いかねない。しかしながら，本稿における

これまでの検討で明らかなように，効率化を求めて単一化・標準化が図ら

れる面がある一方で，各国の文化は依然として会計制度の中に生き続ける

ように思われる。

　ただし，ペルギーのように，≪dirigisme≫と言われるある種の統制経済

を推し進めるという観点に立って会計制度が考えられる場合であっても，

財務諸表に，先に見たような「社会貸借対照表」が加えられるようなこと

になっていいものかどうか。今度は，会計の規律あるいは制度という点か

ら，その論理性が問われることになろう。

　意思決定への役立ちや，会計情報の効率的な提供というようなことに，

余りにも気をとられ過ぎてしまっては，「人間が何代かにわたり意識的に

か無意識的にか公共的に善であると考えてきた社会的な期待こそを源泉と

し，それらの具象化し結晶化したものであると考えるべき42）」制度として

の会計を，見殺しにしてしまうことになりはしないであろうか。
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